
埼
玉
県
知
事
選
挙

８
月
６
日
日

投
票
で
き
る
方

①
年
齢・国
籍
要
件

　

満
18
歳
以
上
（
平
成
17
年
８
月
７
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
方
）
で
、
日
本
国
籍

を
有
す
る
方

②
住
所
要
件

　

令
和
５
年
４
月
19
日
ま
で
に
上
里
町

に
住
民
登
録
し
、
引
続
き
町
内
に
居
住

し
て
い
る
方
。

投
票
方
法

　

投
票
日
の
当
日
に
、
入
場
券
に
記
載

さ
れ
て
い
る
投
票
所
に
入
場
券
を
持
参

し
、
投
票
用
紙
の
交
付
を
受
け
て
か
ら

記
載
台
で
候
補
者
１
人
の
名
前
を
記
入

し
、
投
票
し
ま
す
。

　

入
場
券
（
シ
ー
ラ
ー
型
）
は
世
帯
ご

と
に
郵
送
さ
れ
ま
す
（
１
枚
の
封
書
に

４
人
分
の
入
場
券
付
）。
投
票
日
当
日
に

ご
自
分
の
入
場
券
を
ミ
シ
ン
目
に
沿
っ

て
切
り
離
し
、
入
場
券
に
記
載
さ
れ
て

い
る
投
票
所
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
入
場
券
を
紛
失
し
た
場
合
や

届
か
な
い
場
合
で
も
、
投
票
資
格
を
有

し
た
本
人
で
あ
れ
ば
投
票
で
き
ま
す
。

投
票
所
で
係
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

不
在
者
投
票

①
指
定
施
設
で
投
票
す
る
方
法

　

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指

定
し
た
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入

院
、
入
所
し
て
い
る
方
は
、
そ
の
施
設

内
で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。
手
続

き
に
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
お
早

め
に
各
施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

②
滞
在
地
で
投
票
す
る
方
法

　

町
外
の
滞
在
が
長
期
に
わ
た
る
場
合

は
、
上
里
町
選
挙
管
理
委
員
会
に
投
票

用
紙
を
請
求
し
、
最
寄
り
の
市
区
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
で
不
在
者
投
票
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
手
続
き
に
は

時
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
お
早
め
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

③
郵
便
等
で
投
票
す
る
方
法

　
身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
・

介
護
保
険
の
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
は
、

そ
の
程
度
に
よ
り
郵
便
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
事
前

に
登
録
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
お
早

め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

令
和
５
年
４
月
20
日
以
降
に
上
里
町

か
ら
埼
玉
県
内
の
他
市
町
村
へ
転
出
さ

れ
た
方
は
上
里
町
の
投
票
所
に
お
い
て

投
票
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
）。

　

た
だ
し
、
投
票
に
は
次
の
要
件
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

①
上
里
町
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

　
て
い
る
こ
と

②
投
票
管
理
者
に
対
し
て
「
引
き
続
き

　

県
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
確
認

　
の
申
請
」
を
行
う

③
市
町
村
長
が
発
行
す
る
「
引
き
続
き

　
県
内
に
住
所
を
有
す
る
旨
の
証
明
書
」

　

ま
た
は
「
住
民
票
の
写
し
」
を
持
参

　
す
る
こ
と

※
県
外
へ
転
出
さ
れ
た
方
は
投
票
で
き

　
ま
せ
ん
。

　

候
補
者
の
氏
名
、
経
歴
、
政
見
な
ど

を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
を
、
新
聞
折
り

込
み
で
配
布
し
ま
す
。
ま
た
、
町
内
公

共
施
設
に
も
用
意
し
ま
す
の
で
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
な
お
、
郵
送
を
希
望
さ
れ

る
方
は
上
里
町
選
挙
管
理
委
員
会
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

告
示
日

７
月
20
日
㈭

開　

票

８
月
６
日
㈰

時
間
▼
午
後
９
時
か
ら

場
所
▼
上
里
町
役
場
４
階
大
会
議
室

期
日
前
投
票

７
月
21
日
㈮
～
８
月
５
日
㈯　

時
間
▼
午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

場
所
▼
上
里
町
役
場
１
階
町
民
ホ
ー
ル

※
期
日
前
投
票
を
す
る
際
は
、
本
人
入
場

券
裏
面
の
「
期
日
前
投
票
宣
誓
書
（
兼
請

求
書
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
お
越
し

く
だ
さ
い
。

行こうよ

午前７時～午後８時
町内 10 投票所

選 挙

投票は
18歳以上から

県
内
の
他
市
町
村
へ
転
出
さ

れ
た
方

選
挙
公
報

問
合
せ
　
上
里
町
選
挙
管
理
委
員
会

【
☎
35-

１
２
３
７
】
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　毎年７月１日から31日までの１か月間を「社会を明るくする運動」強調月間と
し、全国的に各種事業・運動が実施されます。運動実現には、専門の機関や団体
の努力に加えて、地域社会の理解と積極的な協力が必要となります。みなさまの
理解と協力をお願いします。

問合せ…社会を明るくする運動上里町推進委員会（町民福祉課社会福祉係内）
　　　　【☎35－1224】

▶行動目標
 ・犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための取組を進めよう
 ・犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう

　『社会を明るくする運動』とは、すべての国民が犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。
　犯罪や非行が生まれるのは地域社会であり、また罪を償い改善更正を果たす場もまた地域社会です。罪を犯した人
も非行のある少年も、いずれは改善更正して社会に復帰し、地域社会の一員として、よりよい社会の実現を担う立場
にあります。彼らが立ち直りのために努力するのは当然ですが、社会に居場所がないがために、再び犯罪を重ねてし
まうという悪循環があることも事実です。犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くには、国・県・町の機関が
各種施策を進めていくことはもちろんのこと、犯罪や非行から立ち直ろうとする人たちを、地域社会のあたたかい心
で受け入れ、見守り、支えていくことが必要です。

できることから始めてみませんか？

犯罪や非行のない明るい社会へ

毎年７月は「社会を明るくする運動」強調月間です
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

町
長
コ
ラ
ム
山
下
　
博
一

�

「
２
０
２
３
上
里
町
タ
ウ
ン
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
」
始
ま
り
ま
し
た

　
町
で
は
時
代
の
変
化
に
対
応
し
、

時
代
の
一
歩
先
を
行
く
政
策
を
求

め
、
た
ゆ
み
な
い
変
革
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
先
に

待
っ
て
い
る
の
は
上
里
町
の
明
る

い
未
来
で
あ
り
、
町
民
の
夢
や
希

望
を
か
な
え
る
こ
と
が
何
よ
り
大

切
で
す
。

　
令
和
４
年
１
月
現
在
の
上
里
町

の
生
産
年
齢
人
口
（
※
）
の
割
合

は
、
埼
玉
県
内
に
あ
る
63
自
治
体

の
上
位
20
番
目
で
あ
り
、
県
内
で

も
比
較
的
若
い
人
が
多
く
集
ま
る

町
と
な
っ
て
い
ま
す
。
町
民
の
皆

さ
ま
に
町
の
現
状
を
ぜ
ひ
知
っ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
上
里
町
社
会
福
祉
協
議

会
神
保
原
支
部
で
は
、
本
年
２
月

に
日
常
生
活
の
困
り
ご
と
な
ど
を

把
握
す
る
た
め
、
神
保
原
小
学
校

区
に
お
住
い
の
18
歳
以
上
の
方
を

対
象
に
「
地
域
支
え
あ
い
活
動
に

関
す
る
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」

を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
に
よ
り
、
手
助
け
を
必
要

と
し
て
い
る
方
だ
け
で
な
く
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
協
力
で
き
る

方
が
大
勢
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
（
下
記
参
照
）。
こ
の
結
果

に
よ
り
、
神
保
原
支
部
の
組
織
員

か
ら
選
出
さ
れ
た
方
々
で
検
討
、

話
し
合
い
を
重
ね
、「
住
民
同
士

の
支
え
合
い
の
仕
組
み
を
作
ろ

う
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
町
と
し
て
も
、
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
中
で
、
か
ゆ
い
と
こ
ろ
に
手
が

届
か
な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、

社
協
を
通
じ
て
地
域
の
皆
さ
ま
と

の
橋
渡
し
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

現
在
、
町
内
各
地
へ
出
向
き
、

「
上
里
町
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
町
民
の
皆

さ
ま
か
ら
「
将
来
の
か
み
さ
と
」

に
つ
い
て
、
町
へ
の
想
い
を
伺
い
、

行
政
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
く

こ
と
で
住
民
参
加
型
の
行
政
運
営

を
目
指
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
上
里
町
を
「
選
ば
れ
る

ま
ち
、
住
み
続
け
た
い
ま
ち
」
に

す
る
た
め
の
ア
イ
デ
ア
を
伺
う
こ

と
で
、
今
後
の
町
政
運
営
の
参
考

と
し
て
生
か
さ
れ
る
、
自
由
な

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
場
に
も
な

り
ま
す
。
町
民
の
皆
さ
ま
の
積
極

的
な
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

※
生
産
年
齢
人
口
…
15
歳
～
65
歳
の
人
口

【
７
月
の
開
催
予
定
】

７
月
２
日
㈰　
上
里
東
小
学
校
地

域
（
上
里
町
東
児
童
館
）

７
月
９
日
㈰　
神
保
原
小
学
校
地

域
（
神
保
原
公
民
館
）

開
始
時
刻
…
午
後
２
時
か
ら

「地域支えあい活動に関する
　　住民アンケート調査」

　　　　　　（上位3番目まで）

現在手助けを必要としていること
庭木の手入れ：76人
家の中の修理等：59人
買い物：47人

協力できる・やってみようかな
と思うこと
話し相手：120人
ごみ出し：114人
買い物：85人
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　　　 『小型充電式電池』等が　　　 『小型充電式電池』等が
　　　　 　収集所に出せるようになります　　　　 　収集所に出せるようになります

　小型充電式電池および小型充電式電池を含む廃棄物(一体化しているもの、特殊な工具を用いなければ取り外せ
ないもの)も、『月１回の有害ごみ(赤いバケツ)』での回収ができるようになりました。
　電池が取り外せるものにつきましては、ショートの恐れがありますので、電池のプラス極・マイナス極の金属端子
部にセロハンテープやビニールテープを貼ってから赤いバケツへ入れてください。電池が取り外せないものにつきま
しては、無理に外そうとしないでそのまま赤いバケツへ入れてください。
　火災や事故につながることがありますので不燃ごみでは出さないでください。

①スマートフォン ②モバイルバッテリー ③電子タバコ ④電気シェーバー ⑤電動歯ブラシ

⑥ハンディクリーナー ⑦ゲーム機 ⑧デジタルカメラ ⑨ビデオカメラ ⑩ノートパソコン

小型充電式電池が使われている主な製品

①～⑦のイラスト出典元：公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

　リサイクルマークが付いている電池であれば、リサイクル協力店や協力自治体でも専用の回収ボックスにて回収を
行っています。くらし安全課にも専用の回収ボックスがありますので、リサイクルにご協力をお願いいたします。

問合せ…くらし安全課生活環境係【☎35ー1226】

●本体から取り外した小型充電式電池(リサイクルマークがあるもの)
●ボタン電池

新たに出せる電池

 

今まで通り出せる電池

●乾電池
　アルカリ電池、
　マンガン電池、
　その他の使い切り電池

●コイン電池
　CR、BRの記号が
　ある

ボタン電池
（SR、PR、LRの記号がある）

モバイル
バッテリー

電動自転車の
バッテリー

バッテリー
パック

リチウム
イオン

電池など

出典元：公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
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ごみ　　つうしんゼロ

問合せ…くらし安全課生活環境係【☎35－1226】

令和５年５月のごみの量は…
家庭系ごみ（可燃・不燃・有害・粗大）

排出量 ６６５. ０ｔ
【ひとり１日あたり約704ｇ】
（前月と比べて63ｇの増量）

埼玉県内のひとり１日あたりのごみの
排出量は約544ｇです。（令和２年度）

～減らす・分別・再利用を心がけましょう～

受賞資格…①本庄地区交通安全協会の会員である方（会員証持参）
　　　　　②表彰種別に該当し、過去５年以内に同種の表彰を受けていない方
受付期間…７月14日㈮～８月31日㈭
受付場所…本庄地区交通安全協会事務局（本庄警察署内）
申込方法…①優良運転者表彰申請書の作成（申請書には印鑑が必要です）
　　　　　②無事故・無違反証明書の添付
　　　　　※申請書は、事務局窓口で用意しています。
　　　　　※証明書は、下記の自動車安全運転センターで各自が交付を受けて下さい。なお、証明書
　　　　　　の取り寄せには10日程度かかり、手数料は１通670円となります。
　　　　　▪自動車安全運転センター埼玉県事務所（鴻巣免許センター）【☎048-541-2411】
　　　　　　※詳しくは事務局窓口でお聞きください。
表彰種別…５年間・10年間・15年間・20年間・25年間・30年間・35年間・40年間・45年間
表彰式…10月26日㈭、午後４時開催予定（本庄市役所６階大会議室）
問合せ…本庄地区交通安全協会事務局（本庄警察署内）【☎21-4692】

本庄地区交通安全協会からのお知らせ

　

児
玉
郡
市
広
域
消
防
本
部
で
は
、
第
34
回
自
衛
消

防
隊
屋
内
消
火
栓
操
法
大
会
を
左
記
の
と
お
り
開
催

い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
大
会
は
、
事
業
所
に
よ
る
屋
内
消
火
栓
操
法

競
技
会
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
「
自
分
の
職
場
は

自
分
で
守
る
！
」
と
い
う
意
識
を
向
上
さ
せ
る
と
と

も
に
消
火
技
術
や
操
作
技
術
、
初
期
消
火
態
勢
を
習

得
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
自
衛
消
防
隊
の
技
術
向
上
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

日
時
…
10
月
11
日
㈬
、
午
後
１
時
か
ら

　
　
　

※
荒
天
時
は
中
止
と
な
り
ま
す
。

会
場
…
児
玉
郡
市
広
域
消
防
本
部
駐
車
場

　
　
　
（
本
庄
市
西
富
田
９
０
４
番
地
３
）

申
込
期
間
…
７
月
３
日
㈪
～
７
月
31
日
㈪

申
込
先
…
児
玉
郡
市
広
域
消
防
本
部
予
防
課
ま
た
は

最
寄
り
の
消
防
署

申
込
方
法
…
窓
口
へ
参
加
申
込
書
を
直
接
提
出
い
た

だ
く
か
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

申
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書
…
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防
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部
お
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び
各
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署
で
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、
ま

た
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防
本
部
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ら
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ー
ド
で
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す
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問
合
せ
…
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郡
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域
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防
本
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防
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【
☎
24-

８
３
９
２
】

　
　
　
　
【
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

８
３
９
３
】

自
衛
消
防
隊
屋
内
消
火
栓
操
法
大
会

第
34
回

『３きり運動』で生ごみの減量を！

　町では、年間約9,200トンの燃えるごみが出されており、そ
のうち、一番多いのが家庭から出る生ごみです。
　皆さんも『３きり運動』を実践し、食品ロスの削減にご協力
をお願いします。
①食材を使い切る 『使いきり』
②食べ残しをしない 『食べきり』　　　　『３きり運動』
③生ごみを出す前の 『水きり』
※6月3日㈯実施の小型家電回収において、6,140㎏の小型家
電が集まりました。ご協力ありがとうございました。
（次の回収は、１０月２８日㈯を予定しています）

7 広報かみさと No.650


